
第6回有識者会議  
H19】3・7  

介護保険の被保険者・受給者の範囲に関するi毎外調査の概要  

医療経済研究機構  

1．ドイツ  

1）介護サービス：介護保険法、社会扶助法   

経緯   ○高齢化による社会扶助（介護■生活扶助）受給者の増加に伴い、財遅  

負担をする地方自治体の財政が逼迫したため保険方式の介護保険が  

導入された。   

事業主体   ○企護量産（会計は区分されているが、公的医療保険の保険者が兼ねて  

吐皇。）   

加入者   ○公的医療保険加入者は全員強制加入。年齢による制限はない。  

○一定所得以上の被用者や自営業者は公的医療保険に強制加入でない  

ため、公的医療保険に任意加入しない者は公的介護保険の加入者でな  

い。なお、任意加入者も含めると国民の約9割が公的医療保険に加入。   

給付   ○在宅サービス（ホームヘルプ、シ］－トステイ、デイ・ナイトケア等）   

内容   ○施設入所サービス  

＊高齢者に限定された施設や障害者を対象とした援護施設あり。  

○現金鎧但（家族介護手当、代替介護手当）   

支給限度額   ○要介護度、サービス種類ごとに上限が設定されている（（例）ホームヘルプ：要  

介護度Ⅰは384、要介護度Ⅱは921、要介護度Ⅲは1．432（単位ユーロ・月禎））   

利用者負担   ○上限を超える部分は利用者負担。  

○施設における食費・家賃については利用者負担。  

＊要扶助者の利用者負担は社会扶助により負担。   

受給者  ○疾病又は障害のために、日常生活において日常的かつ規則的に繰り返  

受給者  される活動を行うのに、継続的（最低6ケ月）に相当程度以上の援助  

を必要とする者   

認定手続   ○先ず家庭医が介護が必要かを判定し、本人の申請により、MDK（医  

療保険の医療サービス機構）が、日常生活における活動遂行能力の制限  

の状況を基に要介護度の認定を行う。   

ケアマネゾメント   OMDKが介護金庫に、要介護度、必要な介護給付の種類・程度等の介  

護アランを示す。日本のようなケアマトシ01「はいない。   

財源   ○保険料財源（施設■設備整備については州が助成。）。  

○保険料率は全国一律1．7％（被用者は労使折半。自営業者や年金受給者  

は全額自己負担。）。保険料算定は医療保険に準じる。   

実施状況等  ○加入者数：7，048万人（2005年）＊人口（2004年）：8，249万人  

○受給者数：195万人（2005年）  

○介護費用総額：178．6億ユーロ（2005年）  

○介護給付費総客員：169，8億ユーロ（2005年）  



2）介護サービス以外の障害者支援   

主れらの支援策は単聯害保険等の   

延会保険等の各制度から給付される。  

【社会保険各法及び社会扶助法】   

事業主体   ○各制度の運営者（窓口は保険者等による各行政区のゾ］ルトサービスセンター）  

→支援の提供、サービス紹介、相談・助言を行う。   

支援内容   ○医学的リハビリテーション  

○社会統合支援（就学前児童の早期特別教育、日常生活支援、実用知  

識や技術習得の支援、コミュニケーシ］ン支援等）  

○公共交通機関の運賃の割引 等   

支援対象者   ○身体的、精神的又は知的障害を有する又はそのおそれがあり、その  

状態が一定期間継続することが確実な看であって、保険者等の事業  

主体が定める認定基準を満たす者（実際の認定は医師チームが実施）   

財源   ○各保険者等の財源（例えば、労災保険の給付は雇用主保険料が財源）  

○保険制度の非加入者は社会扶助（税）   

就労支援   【社会保険各法及び社会扶助法】   

事業主体   ○各制度の運営者（窓口は保険者等による各行政区のゾヨイントサービスセンタ  

一及び国の雇用サービスオフィス）   

支援内容   ○ キャリアアドハ○イス  

○ 就労統合支援（雇用義務と補助金、カウンセリげ、職業訓練等）  

○ 職業訓練センター等の施設  

なお、20人以上の職場では重度障害者を職員の5％雇用する義務あリ  

支援対象者   ＊社会参加支援と同様   

財源   ○連邦雇用局の支援は国税  

○各保険者等の支援は各々の財源、保険制度非加入者は社会扶助（税）   

所得保障   【社会保険各法及び社会扶助法】   

事業主体   ○各制度の運営者（窓口は保険者等による各行政区のゾ】イントサービスセンター）  

支援内容   ○一時的保障（疾病手当、障害手当、過渡的手当）  

○中長期的保障（障害年金、災害年金、稼得不能年金等）   

支援対象者   ○障害や疾病が原因で生活責を得ることができなくなった着であっ  

て、保険者等の事業主休が定める認定基準を満たす者  

○各保険者等の財源（例えば、労災保険の給付は雇用主保険料が財源）  

○保険制度の非加入者は社会扶助（税）   
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2．オランダ  

1）介護：特別医療費保障法（AWBZ）、障害者サービス法（WVG）、社会支援法（WMO）  

経緯   OAWBZは制度創設当初は、心身障害者等のナーシげホーム等での長期医療等  

が対象だったが、その後給付範囲が拡大し財政負担も増大している。  

02006年よりWMOが施行。WVGのサイスはWMOに移行することとなった。   

事業主体   OAWBZについては国。障害者福祉サービスは市町村  

加入者   OAWBZ：全住民及びオラげで雇用され所得税を払っている者  

OWVG：市町村住民   

給付  OAWBZ：長期入院、トシげホーム、障害者施設、障害者デイサービス、在宅ケア、  

内容  リハビリ、精神医療、知覚・聴覚■知的障害者のケア等  

OWVG：社会参加支援のサービス（住宅改修・移送等）   

支給限度額   OAWBZは審査によってサービス量が決まる。  

OWVGは所得に応じて給付率が決まる   

利用者負担   OAWBZ：施設入所（6 

収入の12．5％で134．40ユーロ～706．00ユーロの範囲内）。在宅介護（12ユーロ  

／時間）（2006年1月1日現在）。18歳未満は自己負担なし。  

OWVG：所得を基に算定（一定以内の所得であれば最大45ユーロ／年）  

＊施設入居者の利用者負担は、単身267．46ユーロ／月、夫婦416．04ユーロ／月  

が手元に残るように配慮されている。   

受給者  

受給者   ○サービスを必要とする者（年齢による区分なし）   

認定手続  OAWBZ：ケア審査中央機関（CIZ）が、疾病、障害、意思疎通、移動、日常生  

活等での制限、労働参加での問題、家族等からの支援等の指標に基づ  

皇室査  

OWVG：地方自治体毎に申請者が持参するCIZ判定結果及び申請書類（所  

得を含む情報）を参照して実施  

ケアマネゾメント  ○事業者が自主的にケアアランないしサボーげランを6ケ月毎に作成。  

財源   OAWBZ：保険料91．3％、利用者負担：8．7％（2004年度）  

＊料率の推移：0．4％（1969）→5．4％（1990）→9．6％（1998）→13．45％（2005）  

OW〉G：一般財源   

実施状況等  OAWBZの認定件数（2003年新規）：615，000件  

＊人口（2005年）：1，629万人  

OAWBZの支出総額（2004年度）：21，647百万ユーロ   
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2）介護サービス以外の障害者支援  

障害者サービス法（W〉G）＊2007年から社会支援法（WMO）   

事業主体   ○地方自治体 ＊実際のサービスは民間委託が多い。   

支援内容   
○住呈壁塵  

○移動手段としての幸いす、スポーツ用幸いす  

○交通サゼス（集団移送・交通費補助）、星章星空  

○通訳サーでス、ソーシャルワーク（相談等）  

○福祉用具・設備（緊急アラーム、入浴用いす、歩行器、階段昇降機等）   

支援対象者   ○障害を有する全ての者（障害・年齢の区別なし）  

○認定は地方自治体ごとC】Zの判定結果を参照して決定。  

＊WMOでは、児童、ホームレス、DV被害者、麻薬・テルコール中毒者等も対象。   

型源   ○毯 ＊全て中央政府からの交付金   

就労支援   就業能力に応じた仕事と所得法（WtA）、社会雇用法（WSW）   

事業主体   OWIA：社会雇用省、社会保険事務所  

○社会雇用：地方自治体   

支援内容   ○椚A：最初の2年間、雇用主が職場復帰を支援しつつ賃金の70％を支  

払う。2年経過後は、残存稼働能力により得られる賃金及び旧賃金  

と現賃金の差額の一定割合が支給される。  

○社会雇用：就労（一般事業所の就労を含む。）＊割当雇用は現在ない。   

支援対象者   OW抽：部分的な障害を持つ者。認定は、社会保険事務所が雇用主によ  

る職場復帰支援の有無を判断した後、障害程度のアセスメントを行う。  

○社会雇用：生産作業に従事できるが個人的理由により一般企業への  

就職が困難又は就職準備中で65歳以下の障害者。認定は地方自治体  

財源   OWIA：最初の2年間は雇用主、2年経過後は保険料  

○社会雇用：税   

所得保障   WIA、若年者障害給付制度   

事業主体   ○社会雇用省、社会保険事務所   

支援内容  OWIA：直前の賃金の70％  

○若年者：最低賃金額  

支援対象者  OWIA：障害発生から職場復帰支援を受けて2年経過しても残存稼働能  

力が20％未満で回復の見込みがない障害者。認定は、社会保険事務  

所が就労支援と同様に実施。最初の5年間は毎年医療検査を行う。  

○若年者：17歳で障害レヘ○ルが25％以上である者  

○保険料（ただし、最初の2年間は雇用主負担）  
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3．イギリス  

1）介護サービス：コミュニティケア法、ケア基準法、国民保健サービス法  
経緯   ○障害等に対する社会サイスは1970年代から独立した重要な分野として  

認識されるようになり、社会サービスは地方自治体、保健医療サイス（NHS）  

は国の実施責任として位置づけられている。   

事業主体   ○社会サービスは地方自治体。NHSは国。   

加入者   ○全住民（1年以上居住していれば国籍を問わない。）   

給付  ○在宅サービス（訪問介護、適所介護、配食、短期休暇、移送、福祉用具・  

内容  住宅改修、現金給付等の他にNHSの訪問看護、健康指導、リハビリ等）  

○ケアホーム（住居、看護、介護を提供する施設）  

＊65歳未満精神障害者に対するケア・フ0げラム・アブ○ローチによるサーでスがある。   

支給限度額   ○自治体によって異なる。＊サービス総量は予算による制約を受ける。  

利用者負担   ○施設は全国的統一基準（収入・資産に応じた応能負担）があるが、在宅  

サービスは自治体で異なる（サイス量と所得を考慮した自己負担）。  

ONHSのサービスには原則自己負担なし。   

受給者  

受給者   ○介護が必要な高齢者、障害者、障害児及びその介護者  

認定手続   ○地方自治体の社会サーヒやス担当部局が認定。  

＊認定について国は指針を作成しているが、認定に用いる情報項目は自  

治休によって異なる。   

ケアマネゾメント   ○地方自治体のソーシャルワーカー又はOTが、アセスメントを行う。このアセスメントがケマネゾ  

メントと一体化している。   

財源   ○社会サービスは、地方税及び国からの交付金（8割以上）  

＊財源についても地方自治体の裁量が大きい。  

ONHSは、税二77．6％、保険料からの拠出金：20．4％、自己負担：2．0％（2003）  

実施状況等  ○受給者（2005年）：施設入所者18～64歳6．0万人、65歳以上20．5万人  

＊人口（2003年）：5，955万人  

○支出額（2003－2004年）：高齢者；754，500万ポンド  

学習障害；303，900万ポンド  

身体障害・知的障害者；119，100万ポンド  

精神障害；93，700万ポンド   
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2）介護サービス以外の障害者支援  

社会参加支援  コミュニティケア法、NHS法   

事業主体   ○社会サービスは地方自治体。日日Sは国   

支援内容   ○在宅サービス（相談支援、移動サービス、住宅改修、福祉用具、理学療法、  

手話等による］ミュニケーシ］ン支援、点字・音声情報等）  

○職業訓練支援・雇用支援、駐車場無料、公共交通機関運賃減免  

＊福祉用具のうち眼鏡はNHSから補助が受けられる。   

支援対象者   ○瞳宣董：通常の日常生活のために必要な能力に対して、重大な悪影  

響を長期間与えるような肉体的又は精神的な機能障害がある者  

○認定については介護サービスと同様。   

型源   ○社会サービスは、地方税及び国からの交付金（8割以上）   

就労支援   障害者差別禁止法等   

事業主体   ○国の公的職業紹介所であるゾ］デセント・アラス（認定主体）   

支援内容   ①地：通常の職場で就労が困難な障害者のための特別事業所   

支援対象者   ②坦吐旦主旦巨：支援付雇用（一般労働者より生産能力が低い障害者につ  

いて1人当たり400ポンドを事業主に支給）  

③Ac云esstowork：支援により一般の職場で働ける障害者への手話通  

訳等のサホb一トワーカーの配置、交通手段支援、設備改修等  

④WorkPreparation：最も重度な障害者への職業訓練プロゲラム  

⑤Jobintroductionscheme：障害者を新規採用した事業主へ補助  

⑥Newdealsfordisabledpeople：就労不能手当受給者への就労促進  

⑦Pathwaystowork：就労不能手当受給者への職業訓練7Oロゲラム  

⑧Residentialtrainingcollege：滞在型職業訓練フ○ロゲラムの提供   

型源   ○税（国税）  

所得保障   各種手当等、優遇税制   

事業主体   ○旦（雇用年金省）   

支援内容   ○障害者介護の費用に対する手当：障害者生活手当、介助手当   

支援対象者   ○不就業一就業不能への手当：求職者手当、就労不能給付、  

重度障害者手当  

○堕重量査をした上での圭呈：所得補助、住宅給付金、自治体税給付  

○所得審査をした上での優遇税制：就労税額控除、障害児への児童税  

垂盟陸  

○補償的手当：戦争障害者年金、労災障害給付  

○税   
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4．スウェーデン  

1）介護サービス：社会サービス法等  

1．経緯   ○障害者・高齢者への介護は、いずれも社会扶助法等の関連法に基づき  

従来からコミューンが提供してきた。1982年から社会サイス法にまとめられ  

た。また、1994年に特定の機能障害者に対する援助及びサービスに関す  

る法律（LSS法）、アシスタント補償法（些造）が施行された。   

2．事業主体   ○社会サイス法、LSS法については］ミ1－ン、LASS法は国（社会保険庁）。  

3．加入者   ○全進塁（国籍を問わない。）   

4．給付   （社会サーでス法）   

（1）内容   ○在宅サイス（訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、デイケア、シ］小ステイ、巡回  

ヘルプ○、緊急アラーム、移送サイス、補助器具、住宅改修等、雪かきサイス、  

配食サービス）  

○施設サイス（特別住宅、小規模ゲルーデホーム）  

○現金給付：親族雇用  

（LSS法、LASS法）  

○相談個別援助、ハ0－ソナルアシスタント、がイドヘルハ○－、生活アシスタント、一時的介護  

者、シ］－トステイ、学童保育、デイケア、青少年・成人へのケア付き住宅  

＊LASS法により週20時間超のハ0－ソナルアシスタント費用が補償される（週20  

時間以内はLSS法により対応）。   

（2）支給限度額   ○コミューンによって異なる。＊2002年から国が自己負担の上限と手元に残  

すべき最低保障額を決定することとなった。   

（3）利用者負担   ○社会サービス法では］ミューンにより異なるが、特別住宅では家賃・食費及び  

介護サイス費の一部を、訪問介護では利用頻度と収入により負担。  

○些主による給付については原則無料だが、家賃と余暇費は徴収。   

5．受給者  ○社会サービス法については介護が必要な高齢者及び機能的障害者  

（1）受給者  OLSS法、LASS法については特定の機能的障害者  

＊さらに追加的な条件がある給付もある。  

（2）認定手続  OLASS法については社会保険事務所が、それ以外は］ミ1一ンの福祉事務所  

のアセスメントオフィサーが認定。LSS法のハ○－ソナルアシスタントは介護ケアが必要な時間を  

計るための統一基準がある。  

（3）ケアマネシやメント  ○アセスメントオフィサーが介護の種類・量・内容を決定   

6．財源   ○拉（社会サイス法：］ミューン、LSS法：ランスティげ、］ミューン、LASS法：国）   

7．実施状況等  ○受給者（2005年）  ＊人口（2006年）：905万人  

特別住宅入所者二5，763人（65歳未満）、100，644人（65歳以上）  

訪問介護：17，878人（65歳未満）、134，961人（65歳以上）  

○支出額（2005年）  

高齢者介護：803億SEK 障害者支援ニ424億S［K（83％がLSS，LASS）   
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2）介護サービス以外の障害者支援  

LSS法、保健医療法等   

事業主体   ○支援内容により、国、ランスティンクや、］ミューン   

支援内容   OLSS法：カウンセリンゲ、相談助言  

○移送サービス法、全国移送サービス法：交通サービス  

○保健医療法：リハビリ、補装具の支給、手話等通訳  

○自動車補助令：自動車の購入一改造のための補助等  

支援対象者   OLSS法：の知的障害者、自閉症、②成人期の脳障害による重度・恒  

常的な知的機能障害者」③その他恒常的な身体的又は精神的な重度  

機能障害があり日常生活が困難で援助等が必要な者  

○保健医療法：機能的障害者（保健医療法は全国民に医療サービスを提供  

しているが機能的障害者には（2）の支援が行われる。）  

＊認定は、コミューン・ランスティげの福祉事務所、社会保険事務所   

型源   ○麹（支援内容により国、ランスティげ、コミューン）   

就労支援   保護雇用法、社会サービス法、LSS法等   

事業主体   ○社会サービス法、LSS法はコミューン それ以外は国の労働市場庁等  

支援内容   ○障害者雇用による雇用主への補助金支給  

○保護雇用の場（SAMHALL）の提供、公共部門における保護雇用  

○補助者付き雇用、特別職業訓練所、仕事や日常活動の提供  

支援対象者   ①社会サイス法、LSS法の対象者  

②①の他、障害により就業能力が相当減少し他に就業する場がない者  

＊認定機関：日常活動はコミ1－ン、それ以外は国の出先である雇用オフィス   

至オ源 ○税（社会サービス法、LSS法はコミューン、その他は国）  

所得保障   疾病保険、労災保険、失業保険等   

事業主体   ○各保険者（疾病、労災、年金は国の社会保険事務所、失業保険は労働  

組合等が運営する失業保険基金）   

支援内容   ○傷病手当、障害手当、活動・疾病補償（障害年金）、病児・障害児介  

護手当（疾病保険）  

○労災手当（労災保険）  

○失業手当（失業保険）   

ヽ J′   ○各保険者の保険料  

・疾病保険：被用者は事業主保険料のみ、自営業者は本人（事業主）  

・労災保険：事業主保険料のみ  

・失業保険：基金の会員による会費＋国庫補助  




